
　事業継続力強化計画　単独型　新規申請（初回）
　策定補助ツール　電子申請下書用
令和8年3月3日版 Ver.3.3

	◆はじめに
当該ツールは申請様式ではなく、事業継続力強化計画を作成するための補助ツール。申請にあたっては、電子申請システムから申請してください。
なお、電子申請システムでは内容の一時保管も可能ですので、作成ペースに合わせて
[image: https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/images/tebiki_tandoku.png?0302]ご入力いただけます。
電子申請システムhttps://www.keizokuryoku.go.jp/　

策定にあたっては『事業継続力強化計画策定の手引き』を参照してください。
策定手順、記載方法・ポイントを記載しています。
策定の手引きhttps://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/keizokuryoku/tebiki_tandoku.pdf



◆注意点
· 入力欄に記載する文字数が5,000文字を超える場合は、内容をまとめたファイルを添付して申請してください。
· 原則、すべての項目を記載してください。該当する内容が存在しない場合のみ、「なし」と記載してください。
· 電子申請の入力順に従い、３（１）は、３（２）（３）の後に記入欄があります。
· 「※プルダウン」となっている項目は、「※プルダウン」をクリックすると「▼」が表示されます。次に「▼」をクリックして、表示されるリストの中から該当するものを選択してください。
· 電子申請画面では、以下の各項目の見出しがありますが、この見出しの青帯「＋」マークのリンクを押すと記載例が確認できます。
[image: ]


１　名称等  ※GビズIDを取得するときに記載した内容が反映されます。
	事 (　フ)業者の (リ)氏名又 (ガ)は名称 (ナ)
	

	代表者の役職名及び氏名
	

	資本金又は出資の額
	
	常時使用する従業員の数
	

	業種
	

	法人番号
	
	設立年月日
	





２　事業継続力強化の目標
自社の事業活動の概要
◆注意点
業種等に加え、自らの事業活動が担う役割について、サプライチェーンにおける役割または地域経済などにおける役割の記載がない場合、計画書の不備として認定の対象とはなりません。
	自社の事業活動の概要
	






事業継続力強化に取り組む目的
	事業継続力強化に取り組む目的
	







２　事業継続力強化の目標
事業活動に影響を与える自然災害等の想定
◆注意点
事業活動を継続するにあたって必要な拠点について、事業活動に影響を与える1つ以上の自然災害等を検討します（全ての自然災害等を網羅する必要はありません）。
	事業活動に影響を与える
自然災害等の想定
	






自然災害等の発生が事業活動に与える影響
◆注意点
下記の「３（２）事業継続力強化に資する対策及び取組」の表の「※１」にまとめて記載します。


３　事業継続力強化の内容
（2） 事業継続力強化に資する対策及び取組
◆注意点
· 下記の表の「※２」に記載します。
· 「３（１）自然災害等が発生した場合における対応手順」は、（３）事業継続力強化設備等の種類の後に記入欄があります。
	項目
	自然災害等の発生が事業活動に与える影響　※１
	現在の取組※２
	今後の計画※２

	想定する
自然災害等
	



	（記入不要）
	（記入不要）

	A
	自然災害等が発生した場合における人員体制の整備
	



	
	

	B
	事業継続力強化に資する設備、機器及び装置の導入
	



	
	

	C
	事業活動を継続するための資金の調達手段の確保
	


	
	

	D
	事業活動を継続するための重要情報の保護
	
	
	

	その他の影響
	


	
	


リスクファイナンス判断シートは「添付書類」ページにアップロードしてください。





（3） 事業継続力強化設備等の種類
◆注意点　
税制優遇を希望する場合は入力必須です。
税制措置の適用を受ける場合、税制優遇の対象は中小企業者等（資本金１億円以下等）となります。
	確認項目
	チェック欄

	税制優遇を活用する
	☐



	
	（２）の項目
	取得年月
	設備等の名称
	設備等の形式
	設置場所

	1


	※プルダウン
	西暦　　　年
  ※プルダウン　月
	
	
	都道府県：※プルダウン
市区町村：
番地：
マンション名等：

	
	設備等の種類
	単価（千円）
	数量
	金額（千円）
	

	
	※プルダウン
	
	
	
	

	行を追加



※記入欄は追加できます
	確認項目
	チェック欄

	上記設備は、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）及び消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）上設置が義務づけられた設備ではありません。
	　　☐

	上記設備は、中古品及び所有権移転外リースによる貸付資産ではありません。
	　　☐

	上記設備は、国又は地方公共団体の補助金等の交付を受けて取得等した設備ではありません。
	　　☐




３　事業継続力強化の内容
（１）自然災害等が発生した場合における対応手順
「発災後の対応時期」には、プルダウンで次の選択肢が出てきます。
	発災直後　発災後１時間以内　発災後１２時間以内　その他



	項目
	初動対応の内容
	発災後の
対応時期
	事前対策の内容

	１
	人命の安全確保
	従業員の避難方法

	※プルダウン
	

	
	
	
	（その他を選択した場合に記載）
	

	
	
	従業員の安否確認
	※プルダウン 
	

	
	
	
	（その他を選択した場合に記載）
	

	
	
	設備の緊急停止方法
	※プルダウン 
	

	
	
	
	（その他を選択した場合に記載）
	

	
	
	顧客への対応方法
	※プルダウン 
	

	
	
	
	（その他を選択した場合に記載）
	

	
	人命の安全確保を追加　【追加】　※必要に応じ上記欄をコピーして行を追加ください。

	２
	非常時の緊急時体制
の構築
	
	※プルダウン 
	

	
	
	
	（その他を選択した場合に記載）
	

	
	非常時の緊急時体制の構築を追加　【追加】

	３
	被害状況の把握・
被害情報の共有
	
	※プルダウン 
	

	
	
	
	（その他を選択した場合に記載）
	

	
	被害状況の把握被害情報の共有を追加　【追加】

	４
	その他の取組
	
	※プルダウン 
	

	
	
	
	（その他を選択した場合に記載）
	

	
	その他の取り組みを追加　【追加】


※記入欄は追加できます



３　事業継続力強化の内容
（4） 事業継続力強化の実施に協力する者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
	名称
	

	種別
	※プルダウン

	住所
	都道府県：※プルダウン
市区町村：
番地：
マンション名等：

	代表者の氏名
	

	協力の内容
	


※記入欄は追加できます

（５）平時の推進体制の整備、訓練及び教育の実施その他の事業継続力強化の実効性を確保するための取組
◆注意点
実効性の確保には、経営層の関与が必要不可欠です。必ず、経営層のコミットメントについて記載してください。
年１回以上の訓練と計画の見直しについても必ず記載してください。
	　平時の推進体制の整備
	訓練・教育の実施
	計画の見直し
	取り組みの社内通知

	（無記載）
	実施予定月（　）月
※プルダウン
	実施予定月(　)月
※プルダウン
	（無記載）

	
	
	
	




４　実施期間
本計画の実施期間を記載します。
◆注意点
実施期間について、3年以内の取組であることを確認してください。
状況に変化が生じた場合には、計画に記載した実施期間を待たず、計画内容の見直しを検討してください。
	実施期間　
	西暦　　　年※プルダウン月  ～           年 ※プルダウン月




５　事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
◆注意点
計画の実施に資金が掛からない場合は「実施事項」、「使途・用途」、「資金調達方法」に「なし」と記入し、「金額（千円）」に「０」と記載して下さい。
	実施事項
	使途・用途
	資金調達方法
	金額（千円）

	
	
	
	

	
	
	
	


※記入欄は追加できます

６　その他
関係法令の遵守等、その他必要事項を確認し、該当するものにチェックを付します。
◆注意点
（１）関係法令の遵守については、チェックが必須となっております。内容を確認の上、
チェックを付けてください。
（２）その他事業継続力強化に資する取組については、チェックは任意となっております。
該当する取り組みがあれば忘れずにチェックを付してください。

（１）関係法令の遵守
	確認項目
	チェック欄

	事業継続力強化の実施にあたり、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す
る法律（昭和二十二年法律第五十四号）、製造委託等に係る中小受託事業者に
対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律（昭和三十一年法律第百二十
号）、受託中小企業振興法（昭和四十五年法律第百四十五号）その他関係法令
に抵触する内容は含みません。
	☐




（２）その他事業継続力強化に資する取組（任意）
	確認項目
	チェック欄

	レジリエンス認証制度（※１）に基づく認証を取得しています。
	☐

	ISO 22301認証（※２）を取得しています。
	☐

	中小企業BCP策定運用指針に基づきBCPを策定しています。
	☐


（※１）国土強靱化に貢献する団体を認証する制度
（※２）事業継続マネジメントシステム（BCMS）の国際規格


添付書類アップロード
リスクファイナンス判断シート、ISO22301認証、レジリエンス認証制度、中小企業BCP策定運用指針に基づくBCP等に関する資料があれば添付することができます。（添付は任意です）





チェックシート
連絡先及び追加情報
	入力項目
	内容
	備考

	事業者名
	※表示確認
	

	Webページ
	
	中小企業庁HPにて公表するWebページとなります。

	
住所（返送先）
	〒
都道府県：※プルダウン　
市区町村：
番地等：
マンション名等：
	
書類を送付する住所を入力してください。

	決算月　　　　
	※プルダウン
	決算月を入力してください。

	担当者名　　　
	
	通知先となる方のお名前を入力してください。

	担当者メールアドレス　　　　　　
	
	通知先となるメールアドレスを入力してください。

	確認用メールアドレス　　　　　　
	
	確認のため、メールアドレスを再度入力してください。

	アンケート送信に対する許可　　　
	可　／　否　※プルダウン
	担当者メールアドレス宛に、今後の制度・サービスの改善を目的としたアンケートを送信する可能性があります。送信可否について選択してください。

	電話番号　　　
	
	連絡可能な電話番号を入力してください。ハイフンを入れずにご入力ください

	FAX番号
	
	連絡可能なFAX番号を入力してください。ハイフンを入れずにご入力ください




中小事業者の要件について
	内容
	備考

	個人事業主の場合は開業届を税務署に提出している。法人の場合は法人設立登記をしている。
	☐
	該当する場合はチェックをつけてください。





その他
認定を受けた事業者については事業者名、主たる事務所が所在する都道府県、HPを以下中小企業庁HP及びgBizINFO（経済産業省が運営する政府保有の法人情報のオープンデータ化サイトにて公表いたしますので、予めご了承ください。また、今後の政策の検討のためアンケート等のご協力をお願いすることがありますので、予めご了承ください。
・「事業継続力強化計画」認定事業者一覧
・gBizINFO

計画の申請に併せて補助金等の申請を予定している場合、補助金等名称・交付機関名・申請時期を記載ください。
	確認項目
	内容
	備考

	認定された場合、貴社の計画の内容等について、 中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー に基づき、効果的な政策立案や経営支援等（メールなどを通じた経営支援情報提供、貴社が許容する支援機関への貴社情報開示等）に利活用することは可能か。
	


可　／　不可　※プルダウン
	※可、不可いずれかを選択してください。（必ず 中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー の内容をご確認ください。）

	認定された場合、計画の内容等について、事例として中小企業庁ＨＰ等にて公表することは可能か。
	
可　／　不可　※プルダウン
	※協力依頼です。

	支援機関名
	
	計画策定・申請の支援を受けた場合、支援を受けた機関の名称などを記載してください。

	種別
	※プルダウン
	

	住所
	〒
都道府県：※プルダウン　
市区町村
番地等
マンション名等
	

	補助金等名称
	
	本計画の申請に併せて補助金等の申請を予定している場合、補助金等の名称等を記載ください。


	交付機関名
	
	

	申請時期
	西暦      年※プルダウン月（予定）
	





更新履歴
	Ver.
	更新日
	変更内容
	備考

	1.0
	2022年7月6日
	電子申請画面に合わせて作成
	

	1.1
	2022年8月4日
	レイアウト、セルの調整
	

	1.1
	2022年8月4日
	（２）事業継続力強化に資する対策及び取組の「注意点」に『「現在の取組」と「今後の取組」はセットで記載してください。』と追加。
	片方のみの記載はシステムエラーとなる

	1.2
	2022年8月8日
	（２）事業継続力強化に資する対策及び取組のB欄の注記に「金融支援」を追加。
	

	2.0
	2024年2月1日
	「申請情報入力（チェックシート）」を追加。
	

	2.3
	2024年11月1日
	◆はじめに の策定の手引きのURLを最新版に更新。
	

	2.3
	2024年11月1日
	（２）事業継続力強化に資する対策及び取組◆注意点 の文言を手引きの文言と統一。
	

	2.3
	2025年5月8日
	３（４）「種別」の19番（保険代理店）を追加
	電子申請表記順に沿う

	3.0
	2025年12月17日
	申請システム改修に伴う改編
	

	3.1
	2026年1月6日
	手引き変更に沿い関係法令名称を変更
	

	3.2
	2026年2月26日
	全体ページ数の削除
	

	3.3
	2026年3月3日
	３（１）が３（２）（３）の後となっている注記を追加（p.1、p.3）。
	電子申請表記順に沿う


以上
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